
街路樹の保全・再生手法に関する研究 
Research on maintenance method of street trees  

 
（研究期間 平成 25～26 年度） 

道路研究部 緑化生態研究室  室長  栗原正夫 
Road Department  Head  Masao Kurihara 
Landscape and Ecology Division 主任研究官  飯塚康雄 

Senior Researcher Yasuo Iizuka  
  

By researching on thirty cases of maintenance of street trees sampled from all over Japan, the 
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citizens’ needs for street trees and tree planting policy of the road manager by consulting latest 
manuals about road tree planting. 
 
［研究目的］ 

 街路樹は、これまでの積極的な整備推進により、全国

で平成4年に約478万本であったものが平成14年には約

679万本と、10年間に約 200万本の増加となった。しか

し、平成 24年では約 674万本と一転して若干の減少傾向

を示したことでわかるように、今後は大きく成長した街

路樹の維持管理に重点がおかれていくことが予想される。  

 このような状況の中、街路樹が生育できる空間には制

限があることから、その生育空間よりも大きく成長する

樹種が植栽されている場合には、樹形縮小の

ための剪定や、樹勢維持・回復対策、倒伏や

根上り対策等の保全対策が必要不可欠となる。  

 また、街路樹の植栽時から半世紀程度経過

した都市では、周辺の土地利用が大きく変化

していることもあり、街路樹の必要性を再確

認したうえで、街路樹の整備方針を転換する

などの再考が求められている。  

 そのため、街路樹の必要性を再確認するた

めのニーズ変化の把握や、緑化機能を十分に

発揮するための緑化方針を再考するための判

断基準、その方針に対応する保全・再生手法

の確立が必要となっている。  

 

［研究内容］ 

１．街路樹の保全･再整備に関する事例調査 

 歴史・文化的価値等が高い街路樹において

保全対策が行われた事例、街路樹に生育上の

問題点や植栽環境の変化等により再整備（更

新）が行われた事例について、以下の項目に

ついて調査を行った。対象事例数は、保全事

例が 10ヶ所、再整備事例が 20ヶ所とした（表

-1）。 

 ①街路樹整備の背景、現在の位置づけ 

 ②街路樹における問題点 

 ③具体的な保全方法とその効果 

 ④住民等との合意形成 

 

２. 道路緑化に対するニーズ変化と緑化方針の整理 

 過去 10 年程度に道路管理者がとりまとめた道路緑化

に関するマニュアル等を収集し、それ以前にとりまとめ

られたものとの比較を行うことにより、街路樹に対する

道路管理者の緑化方針や住民等のニーズ変化について把

握した。 

    表-1 調査対象事例 

種別 No. 市区町村 路線名（街路樹名） 樹種 
(再整備の場合は従前) 

概要 

北海道 事例数１（保全：１，再整備：１） 

保 全-1 札幌市 南区 国道 453 号 真駒内地区 ポプラ 老木化 

再整備-1 札幌市 中央区 札幌駅前通り ハルニレ等 道路再整備 

東 北 事例数３（保全：１，再整備：２） 

保 全-2 仙台市 青葉区 定禅寺通 ケヤキ 住民参加の緑の活用 

再整備-2 仙台市 青葉区 青葉通 ケヤキ 地下鉄整備･道路空間再編 

再整備-3 仙台市 泉区 市道 山の寺幹線１号線 他 プラタナス他 街路樹マニュアルに基づく撤去 

関 東 事例数５（保全：１，再整備：４） 

保 全-3 栃木県 日光市 日光杉並木 スギ 特別史跡･特別天然記念物 

再整備-4 東京都 多摩市 ひじり坂 他５路線 シラカシ他 街路樹計画に基づく撤去 

再整備-5 横浜市 泉区 いずみ野駅前通り ソメイヨシノ 腐朽害 

再整備-6 相模原市 中央区 県道 57 号 大蔵町線 ケヤキ 腐朽害･アセットマネジメント 

再整備-7 長野県 御代田町 町道 雪窓向原線 サクラ・シラカバ 老木化 

北 陸 事例数１（保全：０，再整備：１） 

再整備-8 福井県 福井市 足羽川 桜づつみ ソメイヨシノ 豪雨被害・老木化 

中 部 事例数３（保全：２，再整備：１） 

保 全-4 愛知県 豊川市 御油の松並木 クロマツ 天然記念物 

保 全-5 愛知県 一宮市 他 木曽川堤 サクラ 名勝･天然記念物 

再整備-9 愛知県 豊田市 市道 豊田則定線 イチョウ 道路改築(拡幅) 

近 畿 事例数５（保全：２，再整備：３） 

保 全-6 京都市 左京区 他 第二疎水 他 サクラ 桜景観創造プロジェクト 

保 全-7 大阪市 中央区 他 御堂筋 イチョウ イチョウ保育管理計画 

再整備-10 京都市 中京区 他 烏丸通 スズカケノキ ユリノキ並木再生事業 他 

再整備-11 京都市 左京区 他 二条通 他 イチョウ 他 花の道づくり事業 

再整備-12 兵庫県 姫路市 大手前通り クスノキ･イチョウ 道路改築 

中 国 事例数２（保全：１，再整備：１） 

保 全-8 島根県 出雲市 県道 161 号 神門通り クロマツ 道路再整備 

再整備-13 広島県 福山市 宮通り クスノキ 商店街再整備 

四 国 事例数３（保全：１，再整備：２） 

保 全-9 香川県 高松市 中央通り クスノキ クスノキ維持管理マニュアル 

再整備-14 香川県 高松市 国道 11 号 キョウチクトウ 中央分離帯の管理手間 

再整備-15 高知県 高知市 国道 56 号(土佐道路) モミジバフウ 虫害(アメリカシロヒトリ) 

九 州 事例数３（保全：０，再整備：３） 

再整備-16 福岡市 博多区 はかた駅前通り ケヤキ 道路再整備 

再整備-17 北九州市 小倉北区 大門木町線 ケヤキ 道路改築 

再整備-18 大分県 大分市 市道富士見が丘団地東２号線 他 トウカエデ他 街路樹計画に基づく撤去 

沖 縄 事例数３（保全：１，再整備：２） 

保 全-10 沖縄県 沖縄市 くすの木通り クスノキ 道路改築 

再整備-19 沖縄県 宜野座村 国道 329 号 ガジュマル 歩行障害他 

再整備-20 沖縄県 北中城村 国道 330 号 ダイオウヤシ 老木･巨木化 
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［研究成果］ 

主な研究成果の概要を以下に示す。 

１．街路樹の保全・再整備に関する事例調査 

 事例結果を基に、保全・再整備の効果が確認された

街路樹の保全及び再整備対策について、以下の項目毎

に整理した。 

１．１ 街路樹の問題把握及び対応方針 

 街路樹に生じた課題を把握する方法は、以下に示す

ような 4 つのタイプに分類された。 

 ①街路樹巡回･パトロール 

 ②定期的な調査の実施 

 ③道路巡回･パトロール 

 ④住民からの通報･苦情等 

 次の段階では、課題の発生原因を明らかにする必要

があるが、この方法については樹木医など樹木の専門

家による健全度診断の実施など課題把握のための調

査が行われており、概ね図-1 に示すようなフローによ

って課題発生の原因･要因が把握されていた。 

 

図-1 課題の原因･要因を把握する手順 

街路樹に何らかの対策を講じる契機となる原因とし

ては、「街路樹自体に起因する原因･要因」と「周辺環境

に起因する原因・要因」に大別できた。 
 前者の「街路樹自体に起因する原因･要因」では、病虫

害の発生などの「生育課題」や、倒木危険性や視認障害・

根上りなどの「安全確保」面が挙げられ、後者の「周辺

環境に起因する原因・要因」では「道路改変」や「管理

手間」、「周辺環境」などに分類された。 

 以上を踏まえて、対応方針を決定する必要があるが、

具体的には「保全」「再整備（再植栽を含む）」「撤去」

の大きくは３つの選択肢の中から、街路樹の状況をは

じめとする当該路線を取り巻くさまざまな要因を勘

案し、複数の対策案が比較検討などされたうえで決定

されることが多かった（図-2）。 

 対応方針や具体的な対策の内容を検討･審議する際の

「手法･体制」は、４種類に大別された（表-2）。同時に、

課題の発生した街路樹に何らかの対応策を講じる場合に

は、当該街路樹と密接に関わることが多い沿道や地域の

住民等との間でその対応方針や対応策について、あらか

じめ合意を図ることが重要である（表-3）。 

 

図-2 街路樹の課題への対応方針を検討する手順 

表-2 課題への対応方針を検討する手法･体制 

 
表-3 住民等との合意形成を図る各手法 

 

道路管理者･街路樹管理者による 

課題発生の確認（主に目視） 

樹木の専門家による課題の因果関係の把握 

（街路樹診断マニュアル等に準じた手法） 

課題の発生 

街路樹管理マニュアル等がある場合は当該

マニュアルに基づく 1次診断 

 

 

 

課題の発生原因の把握 
 

街路樹をとりまく状況の 

整理 

 

課題への対応方針の検討･審議 
 

 

（市民等との合意形成） 
 

課題への対応方針の決定 
 

保 全 再整備 撤 去 

・街路樹本体の状況(課題) 

・街路樹の位置づけ 

・立地環境･周辺状況 

・沿道市民･一般市民の意向 

・対策に要するコスト など 

分 類 特   徴 適用例 

検討会や委

員会を開催

して検討 

長 

所 

・幅広い見地から意見を集めて検討する

ことができ、方針選択のアカウンタビ

リティが高い 

（※住民代表等の参画に関する特徴に

ついては、次項を参照のこと） 

・著名な街路樹 等 

・複数路線に適用さ

れる管理計画の検

討時 等 
短 

所 

・会議開催に向けた各種の準備が必要 

・方針決定までに時間を要する 

（既に策定され

ている） 

管理計画･マ

ニュアル等

に基づく検

討 

長 

所 

・管理計画等は一定の検討を経ており、

改めて会議等を開催することなく早

急な方針決定が可能 

・文化財等に指定さ

れる街路樹 等 

・街路樹管理計画を

策定した自治体の

路線 等 
短 

所 

・管理計画･マニュアルで想定している

課題と実際に発生した課題の状況が

合わないケースもある 

関係者によ

る検討 

長 

所 

・比較的短時間での検討･方針等の決定

が可能 ・道路改築等に伴っ

て街路樹の取扱い

に関する検討が必

要な場合 等 
短 

所 

・行政内部の関係者のみの場合は、方

針選択のアカウンタビリティが問わ

れる恐れもある 

(街路樹管理担

当部局の) 

内部での検

討 

長 

所 

・もっとも早急な検討･方針等の決定が

可能 ・街路樹に関する住

民等からの苦情に

対応する場合 等 短 

所 

・方針選択のアカウンタビリティが問

われる恐れもある 

 

分 類 具体例 特   徴 

検 討 会 や

委 員 会 へ

の 住 民 等

代 表 の 参

加 

委員会 

検討会 

ワークショップ 

        等 

長 

所 

・住民等の意見が、対応方針や具体的対策へ

直接的に反映されやすい 

・街路樹の状況や課題に関して住民等と意識

共有がすすみ、対策後の維持管理等に対す

る住民参画の契機となる可能性もある 

短 

所 

・複数回(比較的長期間)にわたる会議等へ

の参画が必要 

・住民等代表の選定において公平性などの面

から留意する必要がある。 

ア ン ケ ー

ト 等 の 実

施 に よ る

意見収集 

アンケート 

パブリックコメント

       等 

長 

所 

・より広く住民等の意見を収集することがで

きる 

・比較的短時間で意見の収集が可能 

短 

所 

・意見が総論的になりやすく、各論に対す

る意見の反映が困難になりがち 

説 明 会 の

実施 

住民説明会 

工事説明会 

近隣住戸への資料配布 

        等 

長 

所 

・対策を行う場所の直近の住民等関係者へ直

接説明することができる 

短 

所 

・工事の直前に実施される場合には、住民

等からの意見を対策等に反映することは

難しい 

情報提供 

行政広報誌 

インターネットサイト 

テレビ･新聞 

現場での看板設置 

   等 

長 

所 

・もっとも広範に住民や道路利用者等へ対応

方針や対策の内容を周知することができる 

短 

所 

・一方的な｢お知らせ｣となり、住民等から

の意見を吸収し、対策等に反映すること

は難しい 
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１．２ 街路樹の保全対策 

 街路樹の保全において、既存の街路樹をより健全に

生育させることを目的とした対策を分類・整理した

（表-4）。 

表-4 保全技術の分類と具体例 

 

①剪定 

街路樹を健全に成長させ、維持していくために基本的

かつ重要な作業である。街路樹の成長段階や目標とする

樹形の如何、あるいは発生している課題に対応する形で

適切な剪定手法を組み合わせて実施する必要がある。 

②病虫害防除 

 保全対策の対象となる街路樹は、植栽後、年数を経

て老木化している樹木が多く、腐朽や虫害等の被害を

受けているものも少なくない。これらの被害を治療し、

樹勢を回復するために薬剤注入･散布や罹患部の物理

的切除などさまざまな対策が講じられる。特に松並木

の保全事例においてはマツクイムシの防除対策が保

全対策の中でも重要性が高く、事例調査で取り上げた

中では愛知県の御油の松並木が該当する。 

③生育基盤の改善 

 街路樹の樹勢が衰退する要因の一つとして、植栽空

間の減少や、樹木の成長による根系拡大により植栽桝

が相対的に小さくなったことに起因するものがある。

街路樹の回復・維持には植栽桝の拡大や土壌改良とい

った生育基盤の改善･改良が必要な場合が多い。 

④樹体保護 

 街路樹の倒木や傾きを防止するため、支柱やケーブ

ルを設置する対策や、車両や歩行者が樹木本体に衝突

したり、樹木の生育上重要な根元周辺に立入ることを

防止するための防護柵や踏圧軽減のための樹木保護

板（グレーチング）を設置するなどの対策がある。 

⑤その他 

 街路樹単体として見ると保全ではないが、一部の倒

木や枯損木を伐採した後に補植木を植栽することは、

街路樹景観の保全をめざす上では重要な保全対策で

ある。また、このとき生物多様性の保全（地域遺伝子

の継承）の観点から、補植木となる後継樹をあらかじ

め育成しておく取り組みが行われている事例もある。 

１．３ 街路樹の再整備技術 

 街路樹の再整備においては、対策実施後に植栽され

る樹種が従前の樹種と同じかどうかといった視点も

含めて分類・整理した（表-5）。また、それとあわせ

て行われる対策として生育基盤の改良も含めた。 

表-5 再整備対策の区分と各対策の具体例 

 
①同じ樹種を新規植栽 

 一般的に「けやき通り」や「いちょう通り」など、

街路樹の樹種名称が当該路線の愛称として使われ親

しまれている場合がある。このような場合は、周辺住

民等の道路名称への愛着を維持する観点や、名称変更

に伴う道路利用者の混乱を避ける観点などから、樹種

を変更せずに同じ樹種が再度植栽される場合がある。 

しかし、従前の街路樹に発生した課題が当該樹種の特

性に起因するものである場合においては、生育基盤の

改善など街路樹を取り巻く環境をあわせて改善しな

いと、数十年後には対策実施前と同じ課題が生じてし

まうことも予想されるため、将来を見据えて必要な対

策を組合わせて実施することを検討する必要がある。 

②樹種転換 

 街路樹の抱えていた課題が、樹種を変更することに

よって解決することが見込まれる場合には、樹種を変

更して植栽されることがある（写真-1）。この場合は、

新たな植栽樹種を検討する際に、従前の街路樹の課題

の解決に資する樹種を選択することが重要であるこ

とはもとより、新規に植栽する場合と同様に多様な視

点から総合的に判断する必要がある。 

（樹種：ダイオウヤシ）   （樹種：ビロウ） 

写真-1 樹種転換の事例（巨木化による安全性の問題） 

保全対策の

分類 

具体的対策の例 

剪  定 

切詰め剪定 

枝抜き剪定（枝透かし） 

切返し剪定（切戻し） 

枝おろし剪定 

病虫害防除 
物理的切除 

薬剤散布 

生育基盤の

改善 

施肥 

土壌改良 

灌水桝等の設置 

樹体保護 

支柱設置 

樹木保護蓋の設置･改善 

踏込み防止対策 

その他 
不定根発生措置 

後継樹・補植木の植栽 

 

再整備対策の区分 対策の主な具体例 

同じ樹種を 

新規植栽 

若木の植栽 又は なるべく大きな樹木の植栽 

地域遺伝子の保全に配慮した後継樹の植栽 

など 

樹種転換して 

新規植栽 

高木の樹種を植栽 又は 中･低木の樹種を植栽 

落葉樹の植栽 又は 常緑樹の植栽 

花木の植栽／紅葉･黄葉の美しい樹種 など 

街路樹の撤去 

課題の大きな樹木から順次撤去(更新) 

路線全体の街路樹を一斉に撤去(更新) 

など 

生育基盤の改良 

植栽桝の拡大をあわせて行う 

土壌改良をあわせて行う 

など 
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 樹種転換を行う場合の樹種選定の視点としては、以下

のように整理された。 

 ・生育可能な空間規模に適応した樹種 

 ・実施可能な維持管理の作業量に適応した樹種 

 ・病虫害などの問題が発生しにくい樹種 

 ・住民等の意向をふまえた樹種の選択 

③街路樹の撤去 

 高度成長期などに整備された道路など、道路緑化を

積極的に推進する視点から、歩道幅員が非常に狭い道

路であっても高木が植栽されている場合や、山地部な

ど道路周辺にも緑量が多い環境の中でも道路植栽が

行われてきたケースがある（写真-2）。このような場

合などにおいて、周辺住民等がある場合はその合意を

得たうえで街路樹を撤去することが、安全快適な歩行

者空間の形成や街路樹管理者の側からみた維持管理

費の選択･集中に寄与する解決策の一つの選択肢であ

る。 

    

  （樹種：ガジュマル）    （樹木：なし） 

写真-2 街路樹の撤去事例（安全快適性の問題） 

④生育基盤の改良 

 街路樹のより健全な生育のためには、より良好な植

栽基盤への改善対策が必要である点については保全

対策における視点と同様であるが、再整備の場合は樹

木がいったん撤去されることから植栽基盤を根本的

に改良することが可能かつ比較的容易であることが

多く、再整備対策によって植栽された街路樹が将来に

課題を生じないようにするためにも樹木の成長を考

慮した形で植栽桝の拡大や土壌改良などを含む植栽

基盤の改良を十分に行っておくことが望まれる。 

 

２. 道路緑化に対するニーズ変化と緑化方針の整理 

 既往文献やインターネットを活用して、平成 15 年

度以降に作成等された道路緑化方針や計画、道路緑化

又は管理に係るマニュアル等を収集し、道路緑化機能、

樹種選定・デザイン、維持管理、住民との連携につい

て整理を行った。 

①道路緑化機能 

 道路緑化の機能に関しては、平成 15 年以前から継

続して高いニーズとして「景観向上機能」、「生活環境

保全機能」、「交通安全機能」、「防災機能」があり、そ

れ以降に特に求められるようになった機能として「ヒ

ートアイランド等の都市環境の改善」、「都市内におけ

る自然再生等への寄与」、「CO2 吸収源対策」等がニー

ズとしてあげられた。 

②樹種選定・デザイン 

 樹種選定に関しては、平成 15 年以前からの条件と

してあった「道路空間規模に見合った樹種」、「地域特

性に対応した樹種」、「気候及び気象条件に適した樹

種」、「積雪地域にあっては冠雪害等を受けにくい樹

種」、「不良土壌に対しては環境適応力の大きい樹種」、

「姿が美しい樹種」、「活着しやすく成長良好な樹種」、

「調達容易な樹種」に加えて、「住民意向を踏まえた

樹種」、「対価に対して効果がわかる樹種」、「管理面を

踏まえた樹種」等のニーズがあげられた。 

 また、緑化デザインに関しては、平成 15 年度以前

では、植栽帯や植栽桝、分離帯等を中心とした植栽空

間確保に関する規定が記載されていたが、それ以降で

は個々の道路空間特性に応じて個別に検討されるよ

うになりつつある。 

③維持管理 

 維持管理に関しては、平成 15 年度以前でも記載さ

れていた街路樹の点検や診断等に関する内容が、平成

15 年度以降ではその記載割合が増加していた。街路樹

の高木化や老齢化等を背景に、街路樹の点検や診断等

に関するニーズが徐々に高まりつつあるものと考え

られる。また、「管理台帳の整備」に対するニーズが

増えており、計画的な維持管理を行う上で必要な基礎

データの収集・管理を行うことが徐々に求められるも

のと考えられた。 

④住民との連携 

 住民との連携に関しては、平成 15 年度以降におい

て「計画段階・施工段階での住民等との連携」、「維持

管理段階における住民との連携の充実」に関するニー

ズが向上していた。 

⑤その他 

 平成 15 年度以降において新たに記載されている事

項として「道路緑化事業に係る点検・評価・改善等」

があり、今後は PDCA サイクル等を導入し、道路緑化

の取組みに係る各段階での点検・評価を行い、必要な

見直しを図っていくことが期待されつつあるものと

考えられた。 

 また、「道路空間の再配分により街路樹等の保全・

創出」、「道路空間と沿道空間が一体で創出されている

緑」あげられ、賑わいの創出と一体的な街路樹の保

全・再整備等に関する取り組み等の新たな道路緑化・

管理手法に対応していくことが求められている。 

 

［成果の活用］ 

 本研究で得られた結果を踏まえ、街路樹の保全・再

整備技術に関する検討を引き続き実施することで体

系に整理し、事例紹介を含めたガイドラインとしてと

りまとめる予定である。 
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